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判 例 研 究

〔
判
示
事
項
〕

一�　

死
亡
事
故
を
招
致
し
た
請
求
者
に
少
な
く
と
も
未
必
的
故
意
が

あ
る
と
し
て
、
免
責
条
項
に
よ
る
免
責
を
認
め
た
事
例

二�　

第
三
者
の
故
意
の
事
故
招
致
行
為
を
も
っ
て
保
険
契
約
者
の
行

為
と
同
視
し
う
る
と
し
て
、
免
責
条
項
に
よ
る
免
責
を
認
め
た
事

例
〔
参
照
条
文
〕

改
正
前
商
法
六
四
一
条
・
六
八
〇
条
・
六
八
三
条
、
保
険
法
五
一

条
・
八
〇
条

〔
事　

実
〕

　

⑴　

本
件
契
約
の
締
結

　

亡
Ａ
と
保
険
会
社
Ｙ
は
、
平
成
一
九
年
四
月
三
日
、
亡
Ａ
を
保
険

契
約
者
、
被
保
険
者
と
し
、
死
亡
保
険
金
額
を
二
〇
〇
〇
万
円
、
保

険
期
間
を
同
日
か
ら
平
成
二
〇
年
四
月
三
日
ま
で
と
す
る
内
容
の
普

通
傷
害
保
険
契
約
（
以
下
、「
本
件
契
約
」
と
い
う
。）
を
締
結
し
た
。

　

本
件
契
約
の
普
通
保
険
約
款
に
は
、
次
の
定
め
が
あ
る
（
以
下
、

「
本
件
免
責
条
項
」
と
い
う
。）。

　

当
会
社
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
生

じ
た
傷
害
に
対
し
て
は
保
険
金
を
支
払
い
ま
せ
ん
。

　

①　

保
険
契
約
者
（
保
険
契
約
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

理
事
、
取
締
役
ま
た
は
法
人
の
業
務
を
執
行
す
る
そ
の
他
の
機

関
）
ま
た
は
被
保
険
者
の
故
意

　

②　

保
険
金
を
受
け
取
る
べ
き
者
（
保
険
金
を
受
け
取
る
べ
き
者

が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
理
事
、
取
締
役
ま
た
は
法
人
の

判
例
研
究第

三
者
の
故
意
に
よ
る
保
険
事
故
の
招
致
と
保
険
者
の
免
責

〔
商
法　

五
五
四
〕

（
富
山
地
方
裁
判
所
平
成
二
三
年
五
月
二
七
日
判
決

平
成
二
〇
年
ワ
第
六
〇
九
号
／
平
成
二
二
年
ワ
第
四
二
八
号　

保
険
金
請
求
事
件

判
例
時
報
二
一
四
四
号
一
三
六
頁

）
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業
務
を
執
行
す
る
そ
の
他
の
機
関
）
の
故
意
。
た
だ
し
、
そ
の

者
が
死
亡
保
険
金
の
一
部
の
受
取
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
他
の

者
が
受
け
取
る
べ
き
金
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
あ
り
ま

せ
ん
。

　

な
お
、
本
件
契
約
の
時
点
で
、
亡
Ａ
の
推
定
相
続
人
は
、
そ
の
兄

Ｘ１
と
姉
Ｘ２
の
み
で
あ
っ
た
。

　

⑵　

本
件
事
故
の
発
生

　

亡
Ａ
は
、
平
成
二
〇
年
一
月
三
日
午
後
一
一
時
頃
、
愛
知
県
犬
山

市
所
在
の
貸
し
ボ
ー
ト
店
の
駐
車
場
内
に
駐
車
中
の
小
型
貨
物
自
家

用
車
（
以
下
、「
本
件
車
両
」
と
い
う
。）
の
中
で
、
一
酸
化
炭
素
中

毒
に
よ
り
死
亡
し
た
（
以
下
、「
本
件
事
故
」
と
い
う
。）。

　

⑶　

本
件
請
求
と
抗
弁

　

Ｘ１
と
Ｘ２
は
、
Ｙ
を
被
告
と
し
て
、
亡
Ａ
の
Ｙ
に
対
す
る
死
亡
保
険

金
請
求
権
を
相
続
し
た
と
主
張
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
各
相
続
分
（
二
分

の
一
）
に
係
る
保
険
金
一
〇
〇
〇
万
円
ず
つ
の
支
払
を
求
め
、
甲
事

件
（
平
成
二
〇
年
ワ
第
六
〇
九
号
、
原
告
Ｘ１
）
と
乙
事
件
（
平
成
二

二
年
ワ
第
四
二
八
号
、
原
告
Ｘ２
）
を
提
訴
し
た
。

　

Ｙ
は
抗
弁
と
し
て
、
甲
事
件
Ｘ１
の
請
求
に
対
し
て
は
、
主
位
的
に

は
亡
Ａ
の
死
亡
が
、
予
備
的
に
は
死
亡
の
原
因
と
な
っ
た
傷
害
が
、

Ｘ１
の
故
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
乙
事
件
Ｘ２
の
請
求
に
対
し

て
は
、
免
責
約
款
の
適
用
上
、
Ｘ１
の
行
為
が
保
険
契
約
者
ま
た
は
保

険
金
受
取
人
の
行
為
と
同
一
に
評
価
で
き
る
と
し
て
、
い
ず
れ
も
約

款
に
よ
る
免
責
を
主
張
し
て
争
っ
て
い
た
。

　

⑷　

本
件
の
争
点

　

①
本
件
事
故
は
、
Ｘ１
の
故
意
に
よ
る
も
の
か
。
②
本
件
免
責
条
項

の
適
用
に
当
た
り
、
Ｘ１
の
亡
Ａ
の
死
亡
に
つ
い
て
の
認
識
が
必
要
か
。

③
Ｘ１
が
本
件
免
責
条
項
に
い
う
保
険
契
約
者
ま
た
は
保
険
金
受
取
人

に
該
当
す
る
か
。

〔
判　

旨
〕

　

Ｘ１
・
Ｘ２
の
請
求
は
い
ず
れ
も
棄
却
（
確
定
）

一　

本
件
事
故
は
、
Ｘ１
の
故
意
に
よ
る
も
の
か
に
つ
い
て

　

ま
ず
、「
Ｘ１
は
、
相
当
量
の
飲
酒
を
し
、
か
つ
、
就
寝
す
る
態
勢

に
入
っ
た
亡
Ａ
が
本
件
車
両
内
に
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
…
…

本
件
コ
ン
ロ
を
意
図
的
に
本
件
車
両
内
に
残
置
し
」、「
残
置
し
た
本

件
コ
ン
ロ
内
の
豆
炭
の
不
完
全
燃
焼
に
よ
っ
て
一
酸
化
炭
素
が
発
生

し
、
閉
め
切
ら
れ
た
状
態
の
本
件
車
両
内
の
空
気
中
の
一
酸
化
炭
素

濃
度
が
上
昇
し
、
そ
の
結
果
、
本
件
車
両
内
で
就
寝
中
の
亡
Ａ
が
一

酸
化
炭
素
中
毒
に
陥
り
…
…
死
亡
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」。

　

Ｘ１
本
人
が
認
め
た
事
実
に
よ
っ
て
も
、「
Ｘ１
が
本
件
事
故
以
前
か

ら
豆
炭
が
燃
焼
す
る
際
、
一
酸
化
炭
素
が
発
生
す
る
こ
と
を
認
識
し

て
」
い
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、「
亡
Ａ
は
、
平
成
一
九
年
一
月
四
日
、
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Ｘ１
と
一
緒
に
釣
り
を
す
る
た
め
に
…
…
七
尾
付
近
の
海
岸
に
来
て
い

た
が
、
そ
の
際
、
本
件
車
両
内
で
七
輪
を
使
っ
て
一
酸
化
炭
素
中
毒

に
な
り
、
意
識
不
明
の
状
態
に
な
」
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ１
は
、「
亡

Ａ
が
危
険
な
状
態
に
陥
っ
た
七
尾
の
事
件
を
実
際
に
経
験
し
て
い

る
」。
ま
た
、「
本
件
事
故
現
場
の
状
況
か
ら
し
て
、
本
件
事
故
当
時
、

野
宿
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
状
況
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

本
件
車
両
の
外
で
野
宿
し
て
一
夜
を
明
か
し
た
と
い
う
Ｘ１
の
行
動
は
、

Ｘ１
が
」「
亡
Ａ
が
死
亡
に
至
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
当
然
に
予
見

し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
」「
こ
と
を
裏
付
け
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を

強
く
推
認
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。」。

　

さ
ら
に
、「
Ｘ１
が
本
件
事
故
当
時
経
済
的
に
困
窮
し
て
お
り
、
か

つ
、
亡
Ａ
の
死
亡
に
よ
り
自
ら
契
約
に
関
与
し
、
経
済
的
負
担
を
し

て
維
持
し
て
い
た
保
険
等
に
よ
っ
て
多
額
の
金
銭
給
付
を
受
け
る
立

場
に
あ
り
、
実
際
、
亡
Ａ
の
死
後
、
そ
れ
ら
の
給
付
を
請
求
し
、
そ

の
一
部
を
受
領
し
て
費
消
し
て
い
る
こ
と
は
、
Ｘ１
が
本
件
事
故
を
故

意
に
惹
起
す
る
動
機
と
な
り
う
る
事
情
で
あ
る
と
と
も
に
、
Ｘ１
が
上

記
の
と
お
り
予
見
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。」。

　

以
上
よ
り
、「
本
件
事
故
は
、
亡
Ａ
の
死
亡
に
つ
い
て
少
な
く
と

も
未
必
的
故
意
を
有
す
る
Ｘ１
に
よ
っ
て
招
致
さ
れ
た
も
の
と
認
め
る

の
が
相
当
で
あ
る
。」。

二 　

本
件
免
責
条
項
の
適
用
に
当
た
り
、
Ｘ１
の
亡
Ａ
の
死
亡
に
つ
い

て
の
認
識
が
必
要
か
に
つ
い
て

　

前
記
一
の
事
実
認
定
に
よ
り
、
本
件
免
責
条
項
の
適
用
に
当
た
り
、

Ｘ１
の
亡
Ａ
の
死
亡
に
つ
い
て
の
認
識
が
必
要
か
と
い
う
争
点
に
つ
い

て
「
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、
Ｘ１
の
請
求
に
は
理
由
が
な
い
」。

三 　

Ｘ１
が
本
件
免
責
条
項
に
い
う
保
険
契
約
者
ま
た
は
保
険
金
受
取

人
に
該
当
す
る
か
に
つ
い
て

　
「
本
件
免
責
条
項
の
趣
旨
は
、
保
険
契
約
者
又
は
保
険
金
受
取
人

が
故
意
に
保
険
事
故
を
招
致
し
た
と
き
に
も
保
険
金
を
入
手
で
き
る

と
す
る
こ
と
は
、
公
益
に
反
し
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
も
反
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
保
険
金
の
支
払
を
制
限
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
件
免
責
条
項
は
、
保
険
契
約
者
又
は
保
険
金
受

取
人
が
故
意
に
よ
り
保
険
事
故
を
招
致
し
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
上

記
本
件
免
責
条
項
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
第
三
者
の
故
意
に
よ
る
保

険
事
故
の
招
致
を
も
っ
て
保
険
契
約
者
又
は
保
険
金
受
取
人
の
行
為

と
同
一
の
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
含
む
と
解
す
べ

き
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
当
該
第
三
者
の
行
為
を
も
っ
て
、
保
険
契

約
者
又
は
保
険
金
受
取
人
の
行
為
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。」

　
「
Ｘ１
は
、
亡
Ａ
に
本
件
契
約
に
加
入
す
る
こ
と
を
勧
め
、
申
込
書

の
提
出
等
、
本
件
契
約
の
手
続
を
亡
Ａ
に
代
わ
っ
て
行
っ
て
い
る
。
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ま
た
、
亡
Ａ
は
、
本
件
契
約
の
際
、
そ
の
内
容
を
知
っ
て
い
た
と
は

認
め
ら
れ
る
が
、
上
記
面
談
の
際
の
態
度
や
本
件
契
約
当
時
の
経
済

状
況
、
実
際
、
保
険
料
を
Ｘ１
が
そ
の
大
部
分
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
本
件
契
約
を
締
結
し
た
動
機
は
、
専
ら
Ｘ１
か
ら
要
請

さ
れ
た
か
ら
と
い
う
も
の
と
推
認
さ
れ
、
自
ら
の
経
済
的
負
担
に
お

い
て
、
本
件
契
約
に
加
入
し
、
そ
の
利
益
を
享
受
す
る
積
極
的
意
思

が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
（
…
…
）。

　

そ
う
す
る
と
、
本
件
契
約
に
つ
い
て
、
実
質
的
に
契
約
行
為
を
行

い
、
か
つ
、
契
約
上
の
義
務
を
負
担
し
て
い
た
の
は
Ｘ１
で
あ
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
加
え
て
、
本
件
契
約
の
時
点
で
、

亡
Ａ
の
相
続
人
は
Ｘ１
と
Ｘ２
で
あ
り
、
Ｘ１
は
、
亡
Ａ
が
死
亡
し
た
際
、

そ
の
死
亡
保
険
金
の
少
な
く
と
も
一
部
を
受
領
で
き
、
本
件
契
約
に

よ
る
利
益
を
享
受
し
う
る
立
場
に
あ
り
、
Ｘ１
は
こ
の
こ
と
を
認
識
し

て
い
た
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
、
Ｘ１
が
故
意
に
よ
り
本
件
事
故
を
招
致

し
た
行
為
を
も
っ
て
、
保
険
契
約
者
で
あ
る
亡
Ａ
の
行
為
と
同
視
し

う
る
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

四　

Ｘ２
の
請
求
に
つ
い
て

　
「
以
上
の
と
お
り
、
Ｙ
は
、
Ｘ２
の
請
求
に
つ
い
て
、
本
件
免
責
条

項
…
…
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
を
主
張
す
る
Ｙ
の
抗
弁

に
は
理
由
が
あ
り
、
そ
の
余
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
、

Ｘ２
の
請
求
に
は
理
由
が
な
い
。」

〔
研　

究
〕
判
旨
の
結
論
に
は
賛
成
で
あ
る
。

一　

序　

説

　

⑴　

法
律
上
の
規
定

　

改
正
前
商
法
（
平
成
二
〇
年
法
律
第
五
七
号
に
よ
る
改
正
前
の
商

法
）
に
お
い
て
は
、
損
害
保
険
に
関
し
て
も
生
命
保
険
に
関
し
て
も
、

保
険
契
約
者
お
よ
び
保
険
金
受
取
人
（
損
害
保
険
に
お
い
て
は
被
保

険
者
）
の
故
意
に
よ
る
事
故
招
致
を
法
定
免
責
事
由
、
す
な
わ
ち
、

保
険
者
が
保
険
給
付
を
行
う
責
任
を
免
れ
る
事
由
と
し
て
い
た
（
改

正
前
商
法
六
四
一
条
、
同
六
八
〇
条
一
項
二
号
・
三
号
）。
保
険
法

に
お
い
て
も
、
損
害
保
険
に
つ
い
て
は
一
七
条
、
生
命
保
険
に
つ
い

て
は
五
一
条
が
改
正
前
商
法
の
規
定
を
若
干
修
正
し
た
上
で
受
け
継

い
で
い
る
と
と
も
に
、
新
設
さ
れ
た
傷
害
疾
病
定
額
保
険
に
つ
い
て

は
八
〇
条
が
同
旨
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。
本
件
契
約
は
、
保
険
法

の
施
行
日
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
）
よ
り
前
に
締
結
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
改
正
前
商
法
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

⑵　

約
款
上
の
規
定

　

改
正
前
商
法
の
下
よ
り
、
各
損
害
保
険
会
社
と
生
命
保
険
会
社
の

約
款
に
お
い
て
も
法
定
免
責
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
保
険
契
約
者
ま
た

は
保
険
金
受
取
人
の
故
意
に
よ
る
事
故
招
致
を
約
定
免
責
事
由
と
し

て
規
定
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
本
件
免
責
条
項
②
号
に
い
う
「
保

険
金
を
受
け
取
る
べ
き
者
」
と
は
、
改
正
前
商
法
六
八
〇
条
一
項
二
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号
の
「
保
険
金
額
ヲ
受
取
ル
ヘ
キ
者
」
と
同
様
に
、
指
定
保
険
金
受

取
人
だ
け
で
な
く
、
保
険
金
請
求
権
の
相
続
、
譲
渡
ま
た
は
質
入
れ

に
よ
り
事
実
上
保
険
金
を
受
け
取
る
べ
き
地
位
に
あ
る
者
も
含
ま
れ

る
（
大
森
忠
夫
『
保
険
法
〔
補
訂
版
〕』〔
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
〕

二
九
三
頁
、
山
下
友
信
『
保
険
法
』〔
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
〕
四

七
一
頁
注
五
八
）。
ま
た
、
同
②
号
の
但
書
も
改
正
前
商
法
六
八
〇

条
一
項
二
号
但
書
と
同
じ
く
、
保
険
金
受
取
人
が
複
数
あ
る
と
き
、

そ
の
う
ち
の
一
部
が
故
意
に
保
険
事
故
を
招
致
し
た
場
合
に
は
、
他

の
受
取
人
が
受
け
取
る
べ
き
金
額
に
つ
い
て
は
保
険
者
が
免
責
さ
れ

な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
善
良
な
他
の
保
険
金
受
取
人

の
利
益
を
保
護
す
る
と
い
う
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
判
決
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
改
正
前
商
法
の
下
の

傷
害
保
険
普
通
保
険
約
款
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
次
の
規
定
が
設

け
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
被
保
険
者
の
死
亡
に
よ
り
死
亡
保
険
金

が
支
払
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
①
死
亡
保
険
金
受
取
人
の
指
定
が

な
い
と
き
は
、
被
保
険
者
の
法
定
相
続
人
を
死
亡
保
険
金
受
取
人
と

し
、
②
死
亡
保
険
金
受
取
人
の
指
定
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
死
亡
保
険

金
受
取
人
が
す
で
に
死
亡
し
て
お
り
、
か
つ
新
た
な
指
定
が
な
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
死
亡
し
た
死
亡
保
険
金
受
取
人
の
死

亡
時
の
法
定
相
続
人
（
法
定
相
続
人
の
う
ち
死
亡
し
て
い
る
者
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
順
次
の
法
定
相
続
人
）
で
生
存

し
て
い
る
者
を
死
亡
保
険
金
受
取
人
と
す
る
。
死
亡
保
険
金
受
取
人

が
二
名
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
前
記
①
の
場
合
で
は
、
法
定
相
続
分

の
割
合
に
よ
り
、
前
記
②
の
場
合
で
は
、
均
等
の
割
合
に
よ
り
死
亡

保
険
金
を
死
亡
保
険
金
受
取
人
に
支
払
う
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
本
判
決
の
認
定
事
実
か
ら
で
は
、
本
件
契
約
の
締
結
時
に

死
亡
保
険
金
受
取
人
が
指
定
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
不
詳
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
仮
に
保
険
者
の
免
責
が
適
用
さ
れ
な

け
れ
ば
、
約
款
の
規
定
に
よ
り
亡
Ａ
の
法
定
相
続
人
で
あ
る
Ｘ１
と
Ｘ２

は
Ｙ
に
対
し
、
死
亡
保
険
金
受
取
人
と
し
て
死
亡
保
険
金
一
〇
〇
〇

万
円
ず
つ
の
請
求
権
を
取
得
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

⑶　

検
討
の
対
象

　

本
判
決
の
焦
点
は
、
①
未
必
的
故
意
（「
未
必
の
故
意
」
と
は
、

罪
を
犯
す
意
思
た
る
故
意
の
一
態
様
で
あ
り
、
犯
罪
の
実
現
自
体
は

不
確
実
で
は
あ
る
も
の
の
、
自
ら
企
図
し
た
犯
罪
が
実
現
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
認
容
し
て
い
る
場
合

を
意
味
す
る
。
刑
事
裁
判
上
は
、
故
意
が
あ
る
も
の
と
し
て
裁
か
れ

る
。
―
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』〔
有
斐
閣
・
二
〇
〇
八
年
〕

一
六
二
頁
以
下
等
参
照
）
の
法
理
に
よ
っ
て
被
保
険
者
の
死
亡
が
保

険
金
受
取
人
の
一
人
の
故
意
に
よ
る
事
故
招
致
に
該
当
す
る
こ
と
を

認
定
し
た
こ
と
、
②
第
三
者
の
故
意
に
よ
る
保
険
事
故
の
招
致
を

も
っ
て
保
険
契
約
者
の
行
為
と
同
一
に
評
価
で
き
る
こ
と
、
お
よ
び
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③
被
保
険
者
を
殺
害
し
た
保
険
金
受
取
人
が
保
険
契
約
者
に
も
当
た

る
も
の
と
し
て
保
険
者
は
全
部
免
責
と
な
る
の
で
、
故
意
に
よ
る
保

険
事
故
の
招
致
に
関
与
し
て
い
な
い
他
の
保
険
金
受
取
人
の
請
求
に

つ
い
て
も
免
責
を
認
め
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
る
。

　

前
記
①
に
関
し
て
は
、
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
る
。
判
例
、
学
説

の
多
く
は
、
保
険
法
上
に
お
け
る
保
険
者
の
故
意
免
責
に
い
う
故
意

に
は
、
い
わ
ゆ
る
確
定
的
故
意
の
ほ
か
、
未
必
の
故
意
も
含
ま
れ
る

と
解
さ
れ
て
い
る
（
東
京
高
判
昭
和
六
三
年
二
月
二
四
日
判
時
一
二

七
〇
号
一
四
〇
頁
、
神
戸
地
尼
崎
支
判
平
成
三
年
二
月
一
九
日
判
時

一
四
一
四
号
一
〇
六
頁
、
最
判
平
成
四
年
一
二
月
一
八
日
判
時
一
四

四
六
号
一
四
七
頁
、
東
京
地
判
平
成
一
三
年
七
月
三
一
日
交
民
集
三

四
巻
四
号
九
八
二
頁
。
以
上
、
い
ず
れ
も
損
保
事
例
。
石
田
満
「
判

批
」
ジ
ュ
リ
九
〇
九
号
〔
一
九
八
八
年
〕
五
一
頁
、
倉
澤
康
一
郎

「
判
批
」
商
法
（
保
険
・
海
商
）
判
例
百
選
（
一
九
九
三
年
）
二
七

頁
、
落
合
誠
一
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
〇
一
八
号
〔
一
九
九
三
年
〕
一

二
九
頁
、
西
島
梅
治
『
保
険
法
〔
第
三
版
〕』〔
悠
々
社
、
一
九
九
八

年
〕
二
五
二
頁
）。
こ
れ
に
対
し
、
故
意
免
責
が
認
め
ら
れ
る
た
め

に
は
、
結
果
発
生
の
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
要
し
、
そ
の
こ
と
を
認

識
し
て
い
た
限
り
で
故
意
に
当
た
る
と
す
れ
ば
足
り
、
未
必
の
故
意

の
概
念
を
持
ち
出
す
必
要
は
な
い
と
の
見
解
も
あ
る
（
山
下
友
信

「
故
意
の
保
険
事
故
招
致
免
責
規
定
と
未
必
の
故
意
」
ジ
ュ
リ
八
五

四
号
〔
一
九
八
六
年
〕
七
三
頁
）。
本
判
決
は
前
者
の
立
場
、
す
な

わ
ち
未
必
的
故
意
の
法
理
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

判
旨
は
直
接
事
実
と
間
接
事
実
に
基
づ
き
極
め
て
詳
細
か
つ
慎
重
に

認
定
し
、
そ
の
結
果
、
亡
Ａ
の
死
亡
が
Ｘ１
の
故
意
に
よ
る
他
殺
で
あ

る
と
推
認
し
た
。
か
か
る
結
論
に
つ
い
て
は
特
段
の
異
論
は
み
ら
れ

な
い
の
で
（
一
部
報
道
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
四
年
四
月
に
Ｘ１
が
本
件

に
つ
き
殺
人
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
起
訴
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
後

記
参
照
）、
紙
幅
の
都
合
上
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
検
討
の
対
象
と

は
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

　

前
記
②
と
③
に
関
し
て
は
、
そ
の
結
論
の
妥
当
性
ま
た
は
理
論
構

成
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
に
い
う
第
三
者
の

故
意
に
よ
る
保
険
事
故
の
招
致
は
、
被
保
険
者
が
自
殺
す
る
た
め
に

嘱
託
殺
人
や
自
殺
幇
助
の
よ
う
に
他
人
の
手
に
よ
っ
て
自
己
を
死
に

至
ら
し
め
た
の
で
は
な
く
、
保
険
契
約
者
兼
被
保
険
者
以
外
の
第
三

者
の
故
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
者
の
保
険
事
故
招
致
と
保
険

者
免
責
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
文
献
に
お
い
て
は
、
保
険
契
約
者
ま

た
は
保
険
金
受
取
人
が
法
人
で
あ
る
も
の
が
多
い
（
甘
利
公
人
「
法

人
の
保
険
事
故
招
致
」
文
研
論
集
一
三
三
号
〔
二
〇
〇
〇
年
〕
二
三

頁
、
山
下
典
孝
「
生
命
保
険
契
約
に
お
け
る
法
人
に
よ
る
保
険
事
故

招
致
免
責
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
生
保
論
集
一
四
一
号
〔
二
〇
〇

二
年
〕
一
八
一
頁
、
岡
田
豊
基
「
生
命
保
険
契
約
に
お
け
る
法
人
に
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よ
る
被
保
険
者
故
殺
免
責
」
生
保
論
集
一
五
七
号
〔
二
〇
〇
六
年
〕

一
〇
九
頁
等
）
が
、
自
然
人
に
関
す
る
文
献
は
少
な
い
。
ま
た
、
そ

の
第
三
者
を
保
険
金
受
取
人
と
同
視
す
る
裁
判
例
が
多
数
存
在
す
る

が
（
大
阪
地
判
昭
和
六
二
年
一
〇
月
二
九
日
文
研
判
例
集
五
巻
一
七

三
頁
、
熊
本
地
判
平
成
一
三
年
七
月
二
四
日
生
保
判
例
集
一
三
巻
五

七
八
頁
、
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
福
岡
高
判
平
成
一
四
年
三
月
一
三
日

生
保
判
例
集
一
四
巻
七
〇
頁
、
札
幌
高
判
平
成
一
五
年
一
月
二
八
日

生
保
判
例
集
一
五
巻
五
二
頁
、
名
古
屋
高
判
平
成
二
一
年
四
月
二
四

日
判
時
二
〇
五
一
号
一
四
七
頁
、
岐
阜
地
判
平
成
二
三
年
三
月
二
三

日
判
時
二
一
一
〇
号
一
三
一
頁
等
）、
保
険
契
約
者
と
同
視
す
る
裁

判
例
は
極
め
て
少
な
い
（
実
質
的
保
険
契
約
者
性
を
判
断
し
た
公
刊

裁
判
例
と
し
て
、
後
述
の
福
岡
高
判
平
成
一
四
年
三
月
一
三
日
が
あ

る
。）。
さ
ら
に
、
本
判
決
で
は
、
保
険
契
約
者
の
故
殺
免
責
と
、
保

険
金
受
取
人
の
故
殺
免
責
に
お
け
る
受
取
人
の
一
部
に
よ
る
故
殺
の

場
合
に
残
り
の
受
取
人
の
権
利
に
つ
い
て
免
責
と
な
ら
な
い
旨
の
規

定
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
点
で
、
他
の
事
例
と
異
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
②
と
③
の
問
題
に
絞
っ
て
、

検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

二�　

第
三
者
の
故
意
に
よ
る
保
険
事
故
の
招
致
と
契
約
当
事
者
の
認

定
と
の
関
係

　

⑴　

疑
問
の
所
在

　

本
件
「
事
実
」
に
お
い
て
、
Ｙ
の
抗
弁
と
し
て
「
免
責
約
款
の
適

用
上
、
Ｘ１
の
行
為
が
保
険
契
約
者
又
は
保
険
金
受
取
人
の
行
為
と
同

一
に
評
価
で
き
る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｙ
は
、

主
位
的
に
は
本
件
免
責
条
項
①
号
（
契
約
者
故
殺
免
責
の
条
項
）、

予
備
的
に
は
本
件
免
責
条
項
②
号
（
受
取
人
故
殺
免
責
の
条
項
）
を

適
用
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
判
旨
は
、
Ｘ１
の

行
為
が
保
険
契
約
者
の
行
為
と
同
視
し
う
る
と
認
定
し
た
上
、
契
約

者
故
殺
免
責
の
条
項
を
適
用
す
る
と
の
結
論
を
下
し
た
。

　

Ｘ１
の
行
為
を
「
保
険
契
約
者
の
行
為
と
同
視
す
る
」
場
合
と
「
保

険
金
受
取
人
の
行
為
と
同
視
す
る
」
場
合
の
法
的
効
果
は
、
以
下
に

お
い
て
異
な
る
。
ま
ず
、「
保
険
契
約
者
の
行
為
と
同
視
す
る
」
場

合
に
は
、
契
約
者
故
殺
免
責
の
条
項
を
適
用
し
て
保
険
者
は
二
〇
〇

〇
万
円
全
額
免
責
と
な
る
の
に
対
し
、「
保
険
金
受
取
人
の
行
為
と

同
視
す
る
」
場
合
に
は
、
受
取
人
故
殺
免
責
の
条
項
を
適
用
し
て
他

の
保
険
金
受
取
人
で
あ
る
Ｘ２
が
受
け
取
る
べ
き
一
〇
〇
〇
万
円
に
つ

い
て
は
免
責
と
な
ら
な
い
。
次
に
、
保
険
料
積
立
金
の
払
戻
し
に
も

か
か
わ
っ
て
く
る
。
本
件
事
案
で
は
、
契
約
の
種
類
は
傷
害
保
険
で

あ
る
こ
と
、
お
よ
び
契
約
締
結
か
ら
保
険
事
故
発
生
ま
で
一
年
未
満

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
保
険
料
積
立
金
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
理
論
的
に
は
、
契
約
者
故
殺
免
責
で
は
、
保
険
料
積
立
金
は
払

い
戻
さ
れ
な
い
の
に
対
し
、
受
取
人
故
殺
免
責
で
は
、
保
険
契
約
者
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に
保
険
料
積
立
金
が
払
い
戻
さ
れ
る
（
改
正
前
商
法
六
八
〇
条
二

項
）。
こ
れ
は
、
信
義
則
に
違
反
し
た
保
険
契
約
者
に
対
す
る
制
裁

と
い
う
趣
旨
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
（
山
下
友
信
・
前
掲
書
四
七

八
頁
）。
も
っ
と
も
、
実
務
上
、
保
険
契
約
者
に
よ
る
被
保
険
者
の

殺
害
が
あ
っ
た
場
合
に
も
、
保
険
者
が
利
得
す
る
理
由
も
な
い
と
い

う
観
点
か
ら
、
保
険
契
約
者
に
対
し
て
解
約
返
戻
金
相
当
額
を
支
払

う
旨
を
約
款
に
規
定
し
て
い
る
会
社
も
あ
る
（
た
と
え
ば
、
日
本
生

命
）。

　

そ
こ
で
、
本
判
決
は
、
な
ぜ
受
取
人
故
殺
免
責
の
条
項
で
は
な
く
、

契
約
者
故
殺
免
責
の
条
項
を
適
用
し
た
の
か
、
第
三
者
の
故
意
に
よ

る
事
実
招
致
を
保
険
契
約
者
の
そ
れ
と
同
視
す
る
た
め
の
法
理
を
ど

の
よ
う
に
構
成
し
、
い
か
な
る
判
断
基
準
に
基
づ
い
た
も
の
か
に
つ

い
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

⑵　

従
来
の
学
説
状
況

　

本
件
事
案
は
、
保
険
契
約
者
が
誰
か
と
い
う
契
約
当
事
者
の
認
定

問
題
に
も
か
か
わ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
従
来
、
議
論
し
た
も
の
は

比
較
的
少
な
い
が
、
①
表
示
説
（
保
険
契
約
申
込
書
に
お
い
て
保
険

契
約
者
と
表
示
さ
れ
て
い
る
者
）、
②
行
為
者
説
（
保
険
契
約
者
と

し
て
振
舞
っ
て
い
る
者
）、
③
保
険
料
負
担
者
説
（
保
険
料
の
実
質

的
負
担
者
）
に
分
類
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（
山
下
孝
之
「
生
命
保

険
契
約
に
お
け
る
当
事
者
確
定
論
」
所
報
五
五
号
〔
一
九
八
一
年
〕

九
五
頁
以
下
。
な
お
、
山
下
孝
之
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
最
初
の
研

究
者
と
い
わ
れ
て
い
る
。）。

　

保
険
者
に
お
け
る
契
約
管
理
の
観
点
か
ら
は
、
表
示
説
以
外
の
理

論
構
成
に
よ
れ
ば
、
そ
の
運
用
に
お
い
て
大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
す

懸
念
が
あ
る
。
特
に
保
険
料
の
実
質
的
負
担
者
が
誰
で
あ
る
の
か
は
、

そ
も
そ
も
保
険
者
に
お
い
て
正
確
に
把
握
し
え
な
い
事
柄
で
あ
る
た

め
、
保
険
者
の
関
知
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
保
険
契
約
者
の
地
位
の
承

継
が
生
じ
る
こ
と
と
な
り
か
ね
な
い
。
名
義
人
と
保
険
料
負
担
者
と

の
間
に
お
け
る
紛
争
は
、
不
当
利
得
あ
る
い
は
贈
与
や
立
替
払
契
約

等
の
理
論
構
成
に
よ
っ
て
清
算
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
保
険
契
約
者
・
保
険
料
負
担
者
間
の
内
部
問
題
で
あ

り
、
保
険
契
約
の
外
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
（
神
部
美
香
「
こ
ど
も
保
険
に
お
い
て
、
保
険
料
負
担
者
等
が
実

質
的
な
保
険
契
約
者
足
り
え
る
か
」
保
険
事
例
研
究
会
レ
ポ
ー
ト
二

五
一
号
〔
二
〇
一
一
年
〕
二
三
頁
）。

　

一
方
、
保
険
契
約
者
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
者
以
外
の
者
が
当

初
よ
り
保
険
金
取
得
を
企
図
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
後
を
絶
た
な
い
。

保
険
契
約
は
射
倖
契
約
で
あ
り
、
特
別
の
善
意
と
信
義
誠
実
が
要
請

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
初
よ
り
保
険
制
度
を
悪
用
し
、
実
質
的

な
契
約
者
で
あ
る
者
が
被
保
険
者
を
殺
害
し
た
場
合
に
は
、
表
示
さ

れ
た
者
で
は
な
く
て
も
、
免
責
条
項
に
い
う
契
約
者
で
あ
る
と
認
め
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て
も
よ
い
。
た
だ
、
一
律
的
な
基
準
で
解
決
す
べ
き
で
は
な
く
、
個

別
の
事
実
関
係
を
踏
ま
え
、
関
係
者
の
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
契
約
当

事
者
を
認
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
の
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い

る
（
山
下
友
信
・
前
掲
書
一
〇
三
頁
）。

　

⑶　

判
例
・
裁
判
例
の
動
向

　

こ
れ
ま
で
、
解
約
返
戻
金
の
帰
属
等
を
め
ぐ
る
契
約
上
の
保
険
契

約
者
の
認
定
に
関
す
る
裁
判
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
行

為
者
説
な
い
し
保
険
料
負
担
説
の
裁
判
例
と
し
て
は
、
大
阪
高
判
平

成
七
年
七
月
二
一
日
金
判
一
〇
〇
八
号
二
五
頁
、
札
幌
地
判
平
成
八

年
一
〇
月
三
一
日
生
保
判
例
集
八
巻
六
九
三
頁
、
最
判
平
成
一
〇
年

二
月
二
六
日
生
保
判
例
集
一
〇
巻
九
三
頁
、
岡
山
地
判
平
成
一
五
年

二
月
三
日
生
保
判
例
集
一
五
巻
七
四
頁
等
、
表
示
説
の
裁
判
例
と
し

て
は
、
大
阪
地
判
平
成
八
年
二
月
六
日
生
保
判
例
集
八
巻
三
四
五
頁
、

名
古
屋
地
判
平
成
一
五
年
五
月
一
四
日
生
保
判
例
集
一
五
巻
三
一
八

頁
等
が
あ
る
。

　

一
方
、
第
三
者
に
よ
る
被
保
険
者
の
故
殺
を
保
険
契
約
者
に
よ
る

故
殺
と
評
価
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
生
命
保
険
や
傷
害
保
険
の

裁
判
例
は
極
め
て
少
な
い
が
、
①
福
岡
高
判
平
成
一
四
年
三
月
一
三

日
生
保
判
例
集
一
四
巻
七
〇
頁
（
原
審
は
熊
本
地
判
平
成
一
三
年
七

月
二
四
日
生
保
判
例
集
一
三
巻
五
七
八
頁
）、
②
札
幌
高
判
平
成
一

五
年
一
月
二
八
日
生
保
判
例
集
一
五
巻
五
二
頁
、
③
岐
阜
地
判
平
成

二
三
年
三
月
二
三
日
判
時
二
一
一
〇
号
一
三
一
頁
の
三
件
が
み
ら
れ

る
。
そ
の
う
ち
、
①
と
③
は
、
実
質
的
保
険
契
約
者
の
行
為
と
同
視

で
き
る
と
判
断
し
た
。
た
だ
し
、
③
の
控
訴
審
（
名
古
屋
高
判
平
成

二
四
年
三
月
二
三
日
〔
判
例
集
未
登
載
〕）
は
、
一
審
の
判
断
を
変

更
し
保
険
会
社
に
保
険
金
の
支
払
を
命
じ
る
判
決
を
下
し
た
。
②
に

つ
い
て
は
、
一
審
に
お
い
て
は
、
被
保
険
者
の
故
殺
を
し
た
第
三
者

が
実
質
的
な
保
険
契
約
者
の
認
定
に
至
ら
ず
、
保
険
金
受
取
人
の
行

為
と
同
視
し
て
重
大
事
由
に
よ
る
解
除
を
認
め
た
。
も
っ
と
も
、
控

訴
審
に
お
い
て
は
、
公
序
良
俗
違
反
に
よ
る
生
命
保
険
契
約
の
無
効

を
認
め
た
。
そ
し
て
、
①
に
つ
い
て
は
、
一
審
、
二
審
と
も
、
故
意

に
保
険
事
故
を
招
致
し
た
第
三
者
が
、
貸
金
の
返
済
を
確
保
す
る
目

的
で
保
険
料
を
出
捐
し
続
け
て
い
た
こ
と
や
、
被
保
険
者
の
労
災
年

金
証
書
、
銀
行
預
金
通
帳
、
保
険
証
券
お
よ
び
届
出
印
を
預
か
っ
て
、

保
険
契
約
を
実
質
的
に
管
理
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
保
険
契
約

者
の
故
意
に
よ
る
保
険
事
故
招
致
と
同
視
し
う
る
と
評
価
し
て
、
契

約
者
故
殺
免
責
の
条
項
の
適
用
を
肯
定
し
た
。
①
の
裁
判
例
に
本
件

事
案
と
の
類
似
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

⑷　

平
成
一
四
年
最
判
の
本
判
決
へ
の
射
程

　

最
判
平
成
一
四
年
一
〇
月
三
日
民
集
五
六
巻
八
号
一
七
〇
六
頁

（
以
下
「
平
成
一
四
年
最
判
」
と
い
う
。）
は
、
会
社
を
保
険
契
約
者

兼
保
険
金
受
取
人
と
し
、
会
社
の
代
表
取
締
役
を
被
保
険
者
と
す
る
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生
命
保
険
契
約
に
お
い
て
、
当
該
代
表
取
締
役
が
平
取
締
役
で
あ
る

妻
に
個
人
的
動
機
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
本
判
旨
は
、

明
確
に
平
成
一
四
年
最
判
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、

本
件
免
責
条
項
の
趣
旨
は
、
保
険
契
約
者
ま
た
は
保
険
金
受
取
人
が

「
故
意
に
保
険
事
故
を
招
致
し
た
と
き
に
も
保
険
金
を
入
手
で
き
る

と
す
る
こ
と
は
、
公
益
に
反
し
、
信
義
誠
実
の
原
則
に
も
反
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
保
険
金
の
支
払
を
制
限
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
」
と
、
平
成
一
四
年
最
判
の
判
旨
を
そ
の
ま
ま
引
用
し

た
上
で
、
平
成
一
四
年
最
判
と
同
様
に
、
公
益
や
信
義
誠
実
の
原
則

と
い
う
本
件
免
責
条
項
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
本
件
免
責
条
項
は
、

保
険
契
約
者
ま
た
は
保
険
金
受
取
人
そ
の
者
が
故
意
に
よ
り
保
険
事

故
を
招
致
し
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
第
三
者
の
故
意
に
よ
る
保
険
事

故
の
招
致
を
も
っ
て
保
険
契
約
者
ま
た
は
保
険
金
受
取
人
の
行
為
と

同
一
の
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
も
含
む
と
判
示
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
平
成
一
四
年
最
判
の
射
程
が
本
件
の
よ
う
な

事
案
に
及
ん
で
い
る
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
い
る
。

　

平
成
一
四
年
最
判
の
事
案
は
、
法
人
が
保
険
契
約
者
兼
保
険
金
受

取
人
で
あ
っ
て
、
被
保
険
者
を
故
意
に
死
亡
さ
せ
た
第
三
者
が
当
該

会
社
の
取
締
役
で
あ
る
場
合
を
対
象
と
し
た
判
例
で
、
し
か
も
実
質

的
に
は
保
険
金
受
取
人
の
故
意
に
即
し
て
検
討
し
て
い
る
と
み
ら
れ

る
の
に
対
し
て
、
本
件
は
、
保
険
契
約
者
が
自
然
人
で
、
ま
た
保
険

契
約
者
と
保
険
金
受
取
人
が
異
な
る
事
案
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

そ
の
ま
ま
参
照
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
と
す
る
見
解
が
多
い
（
山

下
友
信
教
授
コ
メ
ン
ト
―
嶋
寺
基
「
判
批
」
保
険
事
例
研
究
会
レ

ポ
ー
ト
二
六
五
号
〔
二
〇
一
二
年
〕
九
頁
、
松
原
浩
晃
「
判
批
」
保

険
事
例
研
究
会
レ
ポ
ー
ト
二
六
〇
号
〔
二
〇
一
二
年
〕
二
三
頁
、
金

判
一
三
七
五
号
〔
二
〇
一
一
年
〕
本
判
決
コ
メ
ン
ト
五
八
頁
等
）。

し
か
し
、
平
成
一
四
年
最
判
の
故
意
免
責
の
趣
旨
に
関
す
る
解
釈
、

お
よ
び
「
被
保
険
者
を
故
意
に
死
亡
さ
せ
た
第
三
者
の
行
為
が
、
公

益
や
信
義
誠
実
の
原
則
に
照
ら
し
て
保
険
契
約
者
又
は
保
険
金
受
取

人
の
行
為
と
同
一
の
も
の
と
評
価
さ
れ
る
場
合
を
含
む
」
と
の
判
旨

は
、
法
人
に
限
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
般
論
と
し
て
示
唆
し
た

も
の
と
理
解
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
か
か
る
判
旨
は
、
自
然
人
を

保
険
契
約
者
ま
た
は
保
険
金
受
取
人
と
す
る
場
合
に
射
程
が
及
ぶ
と

し
て
も
さ
し
あ
た
り
適
切
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
（
同
旨
、
伊
藤

雄
司
「
傷
害
保
険
契
約
に
お
け
る
実
質
上
の
保
険
契
約
者
に
よ
る
故

意
の
事
故
招
致
」
損
害
保
険
研
究
七
四
巻
二
号
〔
二
〇
一
二
年
〕
一

七
六
頁
）。

　

⑸　

本
判
決
の
判
断

　

本
判
決
は
、
以
下
の
認
定
事
実
を
踏
ま
え
、
Ｘ１
の
故
意
に
よ
る
本

件
事
故
の
招
致
行
為
を
「
保
険
契
約
者
で
あ
る
亡
Ａ
の
行
為
と
同
視

し
う
る
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
結
論
付
け
た
。
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①
主
体
的
に
本
件
契
約
の
手
続
を
行
っ
た
の
は
Ｘ１
で
あ
る
こ
と
。

Ｘ１
は
、
亡
Ａ
に
本
件
契
約
に
加
入
す
る
こ
と
を
勧
め
、
申
込
書
の
提

出
等
、
本
件
契
約
の
手
続
を
亡
Ａ
に
代
わ
っ
て
行
っ
て
い
た
。

　

②
亡
Ａ
自
身
が
本
件
保
険
契
約
に
あ
ま
り
関
心
を
も
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
。
亡
Ａ
は
、
本
件
契
約
の
際
、
そ
の
内
容
を
知
っ
て
い

た
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
面
談
の
際
の
態
度
（
営
業
職
員
と
の
面
談

の
際
、
亡
Ａ
は
本
件
契
約
に
関
心
が
な
い
様
子
で
あ
っ
た
。）
や
本

件
契
約
当
時
の
経
済
状
況
（
亡
Ａ
は
授
産
施
設
に
入
っ
て
、
月
二
、

三
万
円
の
収
入
し
か
な
か
っ
た
。）
に
鑑
み
、
自
ら
の
経
済
的
負
担

に
お
い
て
、
本
件
契
約
に
加
入
し
、
そ
の
利
益
を
享
受
す
る
積
極
的

意
思
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。

　

③
保
険
料
の
大
部
分
を
Ｘ１
が
支
払
っ
て
い
た
こ
と
。
Ｘ１
が
負
担
し

た
保
険
料
二
万
七
〇
〇
〇
円
、
既
払
保
険
料
の
七
八
％
（
既
払
保
険

料
は
約
三
万
四
六
〇
〇
円
、
う
ち
、
亡
Ａ
の
負
担
額
は
約
七
六
〇
〇

円
）
で
あ
っ
た
。

　

④
Ｘ１
が
本
件
契
約
に
よ
る
利
益
を
享
受
し
う
る
立
場
に
あ
っ
た
こ

と
。
亡
Ａ
が
死
亡
し
た
際
に
、
Ｘ１
が
そ
の
死
亡
保
険
金
の
少
な
く
と

も
一
部
を
受
領
し
か
つ
費
消
し
た
。
も
っ
と
も
、
④
に
関
し
て
は
、

Ｘ１
が
故
意
に
よ
り
本
件
事
故
を
招
致
し
た
動
機
を
裏
付
け
る
追
加
説

明
に
す
ぎ
ず
、
Ｘ１
を
保
険
契
約
者
と
す
る
認
定
を
裏
付
け
る
根
拠
と

な
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
よ
り
、
Ｘ１
の
法
的
位
置
付
け
は
、
単
に
死
亡
保
険
金
受
取
人

の
み
で
な
く
、
実
質
的
な
保
険
契
約
者
で
も
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

契
約
者
故
殺
免
責
と
受
取
人
故
殺
免
責
の
い
ず
れ
の
条
項
も
適
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
前
述
の
改
正
前
商

法
六
八
〇
条
二
項
の
趣
旨
に
鑑
み
、
契
約
当
事
者
で
あ
る
保
険
契
約

者
が
故
意
に
保
険
事
故
を
招
致
す
る
の
は
、
契
約
上
の
信
義
則
に
反

す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
よ
り
厳
し
い
制
裁
を
科
す
必
要
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
判
旨
は
、
受
取
人
故
殺
免
責
の
条
項
で
は
な
く
、

契
約
者
故
殺
免
責
の
条
項
を
適
用
す
る
と
の
判
断
が
妥
当
で
あ
る
と

考
え
る
。

三　

事
件
に
関
与
し
て
い
な
い
死
亡
保
険
金
受
取
人
と
の
関
係

　

⑴　

疑
問
の
所
在

　

本
件
死
亡
保
険
金
受
取
人
が
Ｘ１
一
人
の
み
で
あ
れ
ば
、
契
約
者
故

殺
免
責
の
条
項
を
適
用
す
る
本
判
旨
の
結
論
に
異
論
が
な
い
と
思
わ

れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
契
約
上
、
死
亡
保
険
金
受
取
人
は
Ｘ１
と
Ｘ２

の
二
名
で
あ
っ
た
。
甲
事
件
で
は
、
Ｘ１
の
行
為
を
保
険
金
受
取
人
の

故
意
に
よ
る
保
険
事
故
招
致
と
し
て
受
取
人
故
殺
免
責
の
条
項
を
適

用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
事
故
招
致
者
以
外
の
受
取
人
が
受
け
取
る
べ

き
金
額
に
つ
い
て
は
保
険
者
免
責
と
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に

依
拠
す
る
限
り
、
事
故
招
致
に
関
与
し
て
い
な
い
（
少
な
く
と
も
そ

の
関
与
が
認
定
さ
れ
て
い
な
い
）
Ｘ２
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
請
求
認
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容
の
結
論
を
導
く
べ
き
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
判
旨
は
、
Ｘ１
の

保
険
事
故
招
致
を
保
険
契
約
者
の
行
為
と
同
視
し
て
契
約
者
故
殺
免

責
の
条
項
を
適
用
す
る
、
す
な
わ
ち
、
保
険
者
は
全
部
免
責
と
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｘ２
の
請
求
に
つ
い
て
も
棄
却
し
た
。

　

そ
こ
で
、
故
殺
に
無
関
係
な
保
険
金
受
取
人
の
利
益
と
い
う
観
点

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
疑
問
視
し
て
、
Ｙ
の
免
責
が
せ
い
ぜ
い

Ｘ１
に
対
す
る
関
係
で
成
り
立
ち
う
る
評
価
に
と
ど
ま
り
、
Ｘ２
の
請
求

に
つ
い
て
ま
で
、
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
の
見
解
が
あ

る
（
前
掲
・
金
判
一
三
七
五
号
本
判
決
コ
メ
ン
ト
五
九
頁
等
）。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
本
判
旨
で
は
明
確
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、

以
下
の
観
点
よ
り
、
か
か
る
結
論
も
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

⑵　

Ｘ２
の
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
理
論
構
成

　

同
一
の
事
件
に
関
し
て
異
な
る
結
論
が
出
る
の
は
適
切
で
は
な
い

と
い
う
観
点
か
ら
、
甲
事
件
に
お
い
て
Ｘ１
の
行
為
が
実
質
的
に
保
険

契
約
者
の
行
為
と
評
価
さ
れ
た
以
上
、
乙
事
件
に
お
け
る
Ｘ２
の
請
求

と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
Ｘ１
を
実
質
的
保
険
契
約
者
と
し
、
こ
れ
に

よ
る
故
殺
を
前
提
と
し
て
判
断
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　

学
説
上
、
保
険
金
受
取
人
は
保
険
金
支
払
に
つ
き
直
接
的
利
益
関

係
者
で
あ
る
か
ら
、
保
険
契
約
者
の
被
保
険
者
故
殺
に
つ
い
て
、
関

与
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
険
金
を
取
得
で
き
な
い
結
果
を

生
ず
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
り
、
被
保
険
者
を
故
殺
し
た
保
険
契
約

者
に
対
す
る
制
裁
は
刑
事
責
任
に
任
せ
れ
ば
足
り
る
と
の
批
判
が
あ

る
。
立
法
論
と
し
て
は
、
保
険
契
約
者
の
被
保
険
者
故
殺
の
場
合
に

保
険
金
受
取
人
と
の
関
係
を
分
離
し
て
保
険
者
免
責
と
し
な
い
方
向

で
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
っ
た
（
生
保
試
案
一
二
〇
頁

参
照
）。

　

こ
れ
に
対
し
、
保
険
料
を
支
払
っ
て
保
険
契
約
を
存
続
さ
せ
て
い

る
の
は
保
険
契
約
者
で
あ
る
。
こ
と
に
生
命
保
険
契
約
に
あ
っ
て
は
、

被
保
険
利
益
に
よ
る
制
約
が
な
い
の
で
、
被
保
険
者
の
同
意
さ
え
得

ら
れ
れ
ば
、
保
険
契
約
者
は
自
由
に
保
険
金
受
取
人
を
変
更
で
き
る
。

保
険
契
約
者
の
地
位
は
、
保
険
金
受
取
人
の
そ
れ
に
比
し
て
甚
だ
強

力
で
、
保
険
利
益
の
真
の
帰
属
者
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

か
か
る
保
険
契
約
者
の
被
保
険
者
故
殺
に
つ
き
、
保
険
者
の
免
責
が

認
め
ら
れ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
て
、
各
国
の
立
法
例
に
お
い

て
も
、
そ
の
例
外
を
認
め
る
も
の
が
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
を
裏
付
け

る
も
の
と
い
え
る
と
有
力
に
反
論
さ
れ
て
い
た
（
榊
素
寛
「
故
殺
・

自
殺
・
保
険
事
故
招
致
免
責
の
法
的
根
拠
」
黒
沼
悦
郎
＝
藤
田
友
敬

編
『
企
業
法
の
理
論
（
下
巻
）
江
頭
憲
治
郎
先
生
還
暦
記
念
』〔
商

事
法
務
、
二
〇
〇
七
年
〕
三
四
六
頁
等
参
照
）。
因
み
に
、
現
行
ド

イ
ツ
保
険
契
約
法
一
六
二
条
に
よ
れ
ば
、
他
人
を
被
保
険
者
と
す
る

死
亡
保
険
に
つ
い
て
保
険
契
約
者
に
よ
る
事
故
招
致
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
保
険
契
約
者
が
受
取
人
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
保
険
者
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は
免
責
さ
れ
る
。

四　

結　

語

　

⑴　

本
判
決
の
位
置
付
け

　

本
判
決
は
、
保
険
契
約
者
兼
保
険
金
受
取
人
が
自
然
人
で
あ
る
契

約
に
お
け
る
第
三
者
の
故
意
に
よ
る
保
険
事
故
の
招
致
と
保
険
者
の

免
責
を
認
定
し
た
例
と
し
て
、
以
下
の
点
に
関
し
て
、
理
論
面
の
み

な
ら
ず
実
務
面
に
お
い
て
も
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

第
一
に
、
本
判
旨
は
、
第
三
者
の
故
意
に
よ
る
保
険
事
故
の
招
致

が
保
険
契
約
者
の
そ
れ
と
同
一
の
も
の
と
評
価
で
き
る
判
断
基
準
に

つ
い
て
、
保
険
契
約
の
締
結
行
為
へ
の
主
導
的
か
つ
積
極
的
な
関
与

お
よ
び
そ
の
動
機
、
保
険
料
負
担
の
実
態
、
保
険
契
約
を
実
質
的
に

維
持
・
管
理
な
い
し
利
用
・
支
配
し
て
い
る
場
合
等
を
総
合
的
に
考

慮
し
て
判
断
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
本
判
決
は
、
①
契
約
者
故
殺
免
責
と
受
取
人
故
殺
免
責

の
条
項
を
両
方
と
も
適
用
で
き
る
場
合
に
お
い
て
前
者
を
適
用
し
た

こ
と
、
②
契
約
者
が
自
然
人
で
あ
る
契
約
に
お
け
る
第
三
者
の
故
意

に
よ
る
保
険
事
故
の
招
致
を
も
っ
て
保
険
者
の
免
責
を
認
定
し
た
こ

と
、
③
同
一
人
の
招
致
し
た
同
一
事
故
に
つ
い
て
の
異
な
る
二
人
の

請
求
に
つ
い
て
、
故
殺
に
無
関
係
な
死
亡
保
険
金
受
取
人
の
取
得
分

も
含
め
て
全
部
免
責
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が

あ
る
。
こ
れ
は
筆
者
の
知
る
限
り
、
初
め
て
の
裁
判
例
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
（
同
旨
、
永
原
稔=

牧
純
一
「
評
釈
」
保
険
法
・
判

例
研
究
⑲
〔
二
〇
一
二
年
〕
一
五
二
頁
）。
も
っ
と
も
、
第
三
者
の

故
意
に
よ
る
保
険
事
故
の
招
致
に
何
ら
関
与
し
て
い
な
い
他
の
保
険

金
受
取
人
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
受
取
人
の
保
険
契
約
上
の

固
有
の
利
益
に
か
か
わ
る
た
め
、
保
険
契
約
者
の
故
意
免
責
を
適
用

す
る
に
当
た
っ
て
、
慎
重
に
判
断
し
合
理
性
を
十
分
に
説
明
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

第
三
に
、
保
険
法
は
、
保
険
契
約
者
お
よ
び
保
険
金
受
取
人
の
故

意
に
よ
る
事
故
招
致
に
関
す
る
法
定
免
責
事
由
に
つ
い
て
は
、
前
述

の
よ
う
に
改
正
前
商
法
の
規
定
を
受
け
継
い
で
お
り
、
さ
ら
に
、
保

険
契
約
者
兼
保
険
金
受
取
人
の
故
意
に
よ
る
事
故
招
致
に
つ
い
て
は
、

保
険
契
約
者
に
関
す
る
免
責
規
定
が
保
険
金
受
取
人
に
関
す
る
規
定

に
優
先
す
る
こ
と
も
明
確
化
し
て
い
る
（
保
険
法
五
一
条
・
八
〇
条

三
号
括
弧
書
。
法
制
審
議
会
保
険
法
部
会
に
お
い
て
は
、
保
険
契
約

者
ま
た
は
保
険
金
受
取
人
と
同
視
す
べ
き
第
三
者
に
関
す
る
規
律
を

設
け
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
た
が
、
結
局
、
事
案
に
応
じ
て
ケ
ー

ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
判
断
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
明

文
の
規
定
を
設
け
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
第
五
回
議
事
録
一
九
頁
以

下
）。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
は
、
保
険
法
の
免
責
規
定
の
相
互
関

係
を
理
解
す
る
上
に
お
い
て
も
大
き
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
考
え

る
。
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⑵　

そ
の
他
の
法
理
適
用
の
可
能
性

　

本
件
事
案
は
、
Ｘ１
は
保
険
金
取
得
目
的
で
亡
Ａ
を
殺
害
し
た
こ
と

が
強
く
推
測
さ
れ
る
た
め
、
重
大
事
由
に
よ
る
解
除
の
適
用
も
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
本
件
契
約
が
当
初
か
ら
保
険
金
取
得
目
的
で
締
結

さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
公
序
良
俗
違
反
に
よ
る
無

効
の
法
理
を
適
用
す
る
余
地
も
あ
る
。
両
方
の
法
的
効
果
は
、
他
の

保
険
金
受
取
人
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
保
険
者
に
保
険
金
の
支
払

義
務
が
一
切
な
い
こ
と
、
お
よ
び
保
険
料
積
立
金
等
の
払
戻
し
は
不

要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
故
意
免
責
の
法
理
と
異
な
る
。
な
お
、
本
件

事
案
に
関
し
て
は
、
仮
に
亡
Ａ
が
死
亡
せ
ず
に
傷
害
ま
た
は
後
遺
障

害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
亡
Ａ
が
受
領
す
べ
き
保
険
金
に
つ
い
て
も

保
険
契
約
者
の
故
意
免
責
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
ま
た
、

乙
事
件
の
受
理
年
度
が
甲
事
件
の
そ
れ
よ
り
二
年
も
遅
れ
た
こ
と
、

お
よ
び
Ｘ２
は
亡
Ａ
に
よ
り
扶
養
さ
れ
て
い
た
事
実
な
ど
が
み
ら
れ
な

い
こ
と
か
ら
、
Ｘ２
と
亡
Ａ
の
関
係
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き

る
。
し
か
し
、
仮
に
Ｘ１
が
配
偶
者
で
、
Ｘ２
が
親
か
子
供
の
場
合
は
ど

の
よ
う
な
結
論
が
出
る
の
か
等
、
派
生
す
る
課
題
も
多
数
残
さ
れ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
（
同
旨
、
嶋
寺
・
前
掲
判
批
八
頁
）。

後
記
：
一
部
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
四
年
四
月
に
Ｘ１
が
本
件
に

つ
き
殺
人
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
起
訴
さ
れ
、
一
審
（
名
古
屋
地
判
平
成

二
六
年
七
月
一
〇
日
）、
二
審
（
名
古
屋
高
判
平
成
二
六
年
一
二
月

一
六
日
）
と
も
懲
役
三
〇
年
の
判
決
を
言
い
渡
し
、
最
高
裁
判
所
も
、

平
成
二
七
年
三
月
二
五
日
に
上
告
を
退
け
る
決
定
を
し
て
、
懲
役
三

〇
年
の
判
決
が
確
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
毎
日

新
聞
二
〇
一
二
年
五
月
一
四
日
中
部
朝
刊
二
三
頁
、
日
本
経
済
新
聞

二
〇
一
四
年
七
月
一
一
日
名
古
屋
朝
刊
二
一
頁
、
毎
日
新
聞
二
〇
一

四
年
一
二
月
一
七
日
中
部
朝
刊
二
四
頁
、
読
売
新
聞
二
〇
一
五
年
三

月
二
六
日
中
部
朝
刊
三
一
頁
等
）。

李　
　

鳴　


